
令和４年度随意契約の結果（５００万円以上の工事、物品、委託）
農政水産部

（注）※１、※２の説明

1

みらいの農業振
興課

令和4年度みらいに
つなぐ近江米新品種
プロモーション業務委
託

本格販売前に消費者
の期待値を高め、円滑
な生産・販売の拡大を
進めるための調査実
施、流通販売戦略案作
成、情報発信の実施

令 和 4 年 4 月 26 日 ～ 令 和 5 年 3 月 31 日 株式会社しがトコ 11,698,500 11,698,500 消費者への期待値を高めるＰＲと、市場における
ポジショニング調査、流通販売戦略の検討を一
体的に実施し、新品種を安定して販売できる環
境・体制の構築を行うには、マーケティング、販
路開拓、情報発信、ブランド構築等に関する広く
専門的な知識、ノウハウが必要不可欠であり、よ
り優れた企画提案を示した事業者に委託する必
要があるため、競争入札に適しないことから、プ
ロポーザル方式により契約の相手方を選定した
ため。

2 4

2

みらいの農業振
興課

令和4年度「滋賀の食
材」首都圏プロモー
ション業務委託

首都圏での滋賀の食
材メニューフェアの実
施、商談交流の機会の
創出等

令 和 4 年 5 月 13 日 ～ 令 和 5 年 3 月 24 日 株式会社マイファーム 7,428,000 7,428,000 滋賀の認知度の低い首都圏において、「滋賀の
食材」の認知度向上、消費拡大を図るには、飲
食店等での継続的な食材の利用を促す仕組み
づくりと、そのきっかけとなる首都圏での効果的
なＰＲイベントの開催を一体的に実施する必要が
ある。そのためには、マーケティングや販路開
拓、情報発信等に関する専門的な知識、経験が
必要不可欠であり、より優れた企画提案を示した
事業者に委託する必要があるため、競争入札に
適しないことから、プロポーザル方式により契約
の相手方を選定したため。

2 4

3

みらいの農業振
興課

食べて健康「滋賀の
野菜」消費拡大業務
委託

県産野菜の摂取拡大イ
ベントの開催、県産野
菜等の新しい食べ方提
案、飲食店メニューフェ
アの開催等

令 和 4 年 5 月 31 日 ～ 令 和 5 年 3 月 24 日 株式会社エフエム滋賀 5,228,000 5,228,000 当該事業は、野菜摂取や健康づくりに対する消
費者の意識・行動変容を促進し、県産野菜の消
費拡大を図ることを目的としている。その目的達
成のためには、民間事業者の持つ専門的な知
識、アイデア、ノウハウが必要不可欠であり、より
優れた企画提案を示した事業者に委託する必要
があるため、競争入札に適しないことから、プロ
ポーザル方式により契約の相手方を選定したた
め。

2 4

4

みらいの農業振
興課

令和4年度農山漁村
発イノベーション等支
援業務委託

農山漁村発イノベー
ションに関する専門家
派遣、人材育成研修会
の開催、新ビジネス創
造にかかるセミナー開
催と取組の伴走支援

令 和 4 年 6 月 15 日 ～ 令 和 5 年 3 月 10 日 株式会社パソナ農援隊 7,485,495 7,485,495 農山漁村発イノベーションの支援を実施するため
には、専門家と支援対象者のコーディネート力や
経営改善戦略作成に対する支援能力、研修等の
企画・構築する能力を企画提案書で判断の上、
より優れた企画提案書を示した事業者に委託す
る必要があるため、競争入札に適しないことか
ら、プロポーザル方式により契約の相手方を選
定したため。

2 4

根拠
法令
※１

適用
類型
※２

表頭欄の「根拠法令」（※１）は、随意契約ができる場合について規定している地方自治法施行令第１６７条の２第１項の１号から９号のうち該当する号を記入し、２号の場合（性質又は目的
が競争入札に適しないもの）については、「適用類型」（※２）に厳格な運用を図るために県が作成した７類型のうち該当するものを記入しています。

契約担当組織
の名称

事業名 契約内容
契約期間（履行期間）

（物品購入契約は契約締結日）
契約の相手方 契約金額 (円） 随意契約とした具体的理由等

当該年度における
決算額（円）

1
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適用
類型
※２

契約担当組織
の名称

事業名 契約内容
契約期間（履行期間）

（物品購入契約は契約締結日）
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当該年度における
決算額（円）

5

畜産課 防疫資機材調達等防
疫対応業務委託

防疫資機材調達等防
疫対応業務

令 和 5 年 1 月 19 日 ～ 令 和 5 年 2 月 17 日 滋賀建機株式会社 12,024,696 12,024,696 「家畜伝染病予防法」第16条および第21条による
と殺、死体の処理について、令和2年7月1日農林
水産大臣公表「高病原性鳥インフルエンザ及び
低病原性鳥インフルエンザに関する特定家畜伝
染病防疫指針」第7の１と２に基づき、それぞれ24
時間以内、72時間以内に完了する必要があるた
め。

5

6

畜産課 防疫資機材調達等防
疫対応業務委託

防疫資機材調達等防
疫対応業務

令 和 5 年 1 月 21 日 ～ 令 和 5 年 2 月 17 日 滋賀県ペストコントロー
ル協会

27,201,042 27,201,042 令和2年7月1日農林水産大臣公表「高病原性鳥
インフルエンザ及び低病原性鳥インフルエンザに
関する特定家畜伝染病防疫指針」第11の1に基
づき、早急に消毒ポイントを設置する必要がある
ため。

5

7

水産課 令和４年度滋賀県人
工河川管理運用事業
委託

安曇川・姉川人工河川
の運用・管理業務

令 和 4 年 4 月 1 日 ～ 令 和 5 年 3 月 31 日 公益財団法人滋賀県
水産振興協会

31,768,000 31,768,000 天然親魚の放流技術や、放流量・流下ふ化仔魚
数の把握に係る専門知識を有し、施設の効果的
な活用によりアユ資源の安定培養を行える者が
公益財団法人滋賀県水産振興協会の他にいな
いため。

2 3イ

8

水産課 令和４年度しがの漁
業担い手ステップアッ
プサポート事業委託

琵琶湖漁業の新規就
業者を募集する研修制
度の運用

令 和 4 年 4 月 1 日 ～ 令 和 5 年 3 月 28 日 滋賀県漁業協同組合
連合会

8,310,000 8,310,000 県全域の漁業者で組織する団体であり、本県で
も活用する国事業において制度上、滋賀県漁業
協同組合連合会が受け入れ機関となりうる唯一
の機関であるため。

2 3イ

9

水産課 令和４年度大型ホン
モロコ種苗育成事業
委託

大型ホンモロコ種苗の
育成および放流業務

令 和 4 年 4 月 1 日 ～ 令 和 5 年 3 月 31 日 公益財団法人滋賀県
水産振興協会

8,130,000 8,130,000 ホンモロコの親魚生産および種苗生産の技術、
効果判定に要する標識作業、放流に関する効率
的で高密度な輸送、迅速かつ適切な防疫対策、
これらに対する熟練した技術を要している者が公
益財団法人滋賀県水産振興協会の他にいない
ため。

2 3イ

10

水産課 令和４年度沿整増殖
場施設管理点検事業
委託

増殖場の点検管理 令 和 4 年 4 月 1 日 ～ 令 和 5 年 3 月 31 日 公益財団法人滋賀県
水産振興協会

5,304,200 5,304,200 増殖場を良好に機能させるためには、増殖場の
状態を把握することが必要である。本施設を利
用した中間育成の経験を有し、対象魚の生態、
施設の運営状況を常に把握できる団体が公益財
団法人滋賀県水産振興協会の他にいないため。

2 3イ

11

耕地課 令和４年度第１号　永
源寺ダム管理業務委
託

永源寺ダム施設全般
の管理業務

令 和 4 年 4 月 1 日 ～ 令 和 5 年 3 月 31 日 愛知川沿岸土地改良
区

25,036,000 25,036,000 永源寺ダム貯留開始以降、昭和53年の国営管
理の時から、愛知川沿岸土地改良区が当該業
務を受託しており、県管理に移行した昭和58年
度において、他に委託できる者がいないと判断
し、管理委託に関する協定を締結しているため。

2 3イ

12

耕地課 令和４年度標準積算
システム運用保守管
理業務委託

標準積算システムの運
用保守管理

令 和 4 年 4 月 1 日 ～ 令 和 5 年 3 月 31 日 一般社団法人農業農
村整備情報総合セン
ター

5,920,200 5,920,200 本県の農業農村整備事業は国庫補助事業が主
であり、農林水産省開発の当システムにて事業
費の積算業務を行っている。当システムを保守
管理できるのは農林水産省からシステムの使用
許諾を受けた唯一の機関である一般社団法人農
業農村整備情報総合センターの他にないため。

2 3イ

2
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契約の相手方 契約金額 (円） 随意契約とした具体的理由等

当該年度における
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13

耕地課 滋賀県土木防災情報
システム機能向上
（永源寺ダム流入予
測）業務委託

滋賀県土木防災情報
システムへの永源寺ダ
ムの流入量の予測およ
びダム放流通知機能の
追加

令 和 4 年 7 月 13 日 ～ 令 和 5 年 3 月 15 日 日本無線・中電技術コ
ンサルタント特定業務
企業共同体

14,645,400 14,645,400 本業務は、滋賀県土木防災情報システムの機能
向上を図ることを目的としているが、このシステ
ムは平成20年度に当該企業共同体が委託契約
の上、開発したものであり、運用保守についても
毎年受注していることから、当該システムに精通
している。また、当該システムは重要な防災情報
を扱うものであり、機能向上作業に際して瑕疵が
発生した場合、各方面に重大な影響を与えること
から、詳細まで熟知している当該企業共同体以
外に遂行することができないため。

2 3イ

14

耕地課 南彦根・河瀬金剛寺
こ線橋補修工事委託

橋梁補修工およびその
関連工事

令和4年12月28日 ～ 令 和 7 年 3 月 31 日 西日本旅客鉄道株式
会社

223,599,000 116,393 当工事は、ＪＲ琵琶湖線を跨ぐ農道橋の補修工
事である。このため、鉄道側の運転保安上また
は道路側の施設の維持管理上、当事業者に工
事の委託が必要となるため。
＊債務負担行為を含む契約
＊令和5年度に繰越し

2 3ア

15

耕地課 埋蔵文化財（六地蔵
遺跡）発掘調査委託

県営ほ場整備事業に
係る埋蔵文化財（六地
蔵遺跡）の記録保存を
目的とする発掘調査業
務

令 和 5 年 3 月 17 日 ～ 令 和 6 年 3 月 29 日 公益財団法人滋賀県
文化財保護協会

66,841,500 0 埋蔵文化財の発掘調査は文化財保護法に基づ
いて行うもので、適切に行うには特殊な技術・技
能が必要であり、県内の歴史文化や地理地勢に
精通し、発掘経験豊富な者は当該相手方の他に
存在しないため。
＊債務負担行為を含む契約
＊令和5年度に繰越し

2 3イ

16

耕地課 埋蔵文化財（高野遺
跡）発掘調査委託

県営ほ場整備事業に
係る埋蔵文化財（高野
遺跡）の記録保存を目
的とする発掘調査業務

令 和 5 年 3 月 17 日 ～ 令 和 6 年 3 月 29 日 公益財団法人滋賀県
文化財保護協会

14,550,800 0 埋蔵文化財の発掘調査は文化財保護法に基づ
いて行うもので、適切に行うには特殊な技術・技
能が必要であり、県内の歴史文化や地理地勢に
精通し、発掘経験豊富な者は当該相手方の他に
存在しないため。
＊令和5年度に繰越し

2 3イ

17

農村振興課 令和４年度第１号　滋
賀地区ため池調査点
検支援業務委託

ため池調査点検支援
業務

令 和 4 年 5 月 26 日 ～ 令 和 5 年 3 月 17 日 滋賀県土地改良事業
団体連合会

9,274,100 9,274,100 本業務を遂行するためには、ため池に関する
データシステムを有するとともに、県内のため池
の状況や防災対策手法等を熟知し関係市町との
調整力を有している必要がある。滋賀県土地改
良事業団体連合会は、これまでから県が調査し
てきた各種ため池のデータを管理する「ため池防
災支援システム」を有するとともに、市町との深
い信頼関係を有し、ため池に関する専門技術を
有する唯一の団体であるため。

2 3イ

3
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18

農村振興課 令和４年度農山村活
性化「しがのふるさと
支え合いプロジェク
ト」等支援業務委託

農山村活性化「しがの
ふるさと支え合いプロ
ジェクト」等の支援業務

令 和 4 年 6 月 7 日 ～ 令 和 5 年 3 月 15 日 株式会社パソナ農援隊 6,024,527 6,024,527 当業務は、効果的な情報発信資料の作成、プロ
ジェクト拡大に向けた企業等に対する登録促進
活動、地域活性化のノウハウを有する専門家に
よるマッチング支援や活動団体に対するコンサ
ルティングと助言、地域をけん引するリーダーや
育成者のスキルアップ研修の企画、実施等を行
うものである。これには民間業者の専門的な企
画力・技術力・ノウハウを最大限生かすことが効
果的であるため競争入札に適しないことから、プ
ロポーザル方式により契約の相手方を選定した
ため。

2 4

19

農村振興課 令和４年度第３号　滋
賀県ＣＯ２ネットゼロ
ヴィレッジ構想策定
業務委託

農村地域におけるエネ
ルギーの地産地消モデ
ルの提案および滋賀県
ＣＯ２ネットゼロヴィレッ
ジ構想の検討業務

令 和 4 年 11 月 8 日 ～ 令 和 5 年 9 月 29 日 滋賀県ＣＯ２ネットゼロ
ヴィレッジ構想策定委
託業務に係るコンソー
シアム

30,118,000 0 当業務は、農村地域住民等と調整しながら、農
村地域に再生可能エネルギー発電施設を設置
し、エネルギーの地産地消を検証実験するととも
に、農村地域に潜在するエネルギー資源の活用
について実現可能な地産地消モデルを提案する
ものである。また、県全体へこの取組を普及拡大
するための滋賀県ＣＯ２ネットゼロヴィレッジ構想
を検討する。これには民間業者の高度な専門知
識や企画力、技術力、業務遂行能力等を最大限
活かすことが効果的であることから、公募型プロ
ポーザル方式により委託事業者を決定すること
としたため。
＊令和5年度に繰越し

2 4

20

大津･南部農業農
村振興事務所

大津・南部地区　農
業用ため池劣化状況
評価業務委託

ため池劣化状況評価
業務

令 和 4 年 7 月 20 日 ～ 令 和 5 年 3 月 17 日 滋賀県土地改良事業
団体連合会

8,389,700 8,389,700 「ため池管理保全法」および「ため池工事特措
法」において、県が行うため池管理者等への技
術的な指導・助言その他の援助に対する協力団
体として規定され、これまでから県が調査してき
た「ため池データベース」を所有するとともに、地
域防災を担う市町との信頼関係を有する唯一の
団体であるため。

2 3イ

21

甲賀農業農村振
興事務所

甲賀地区　農業用た
め池劣化状況評価業
務委託

ため池劣化状況評価
業務

令 和 4 年 8 月 26 日 ～ 令 和 5 年 3 月 20 日 滋賀県土地改良事業
団体連合会

5,820,100 5,820,100 「ため池管理保全法」および「ため池工事特措
法」において、県が行うため池管理者等への技
術的な指導・助言その他の援助に対する協力団
体として規定され、これまでから県が調査してき
た「ため池データベース」を所有するとともに、地
域防災を担う市町との信頼関係を有する唯一の
団体であるため。

2 3イ

22

東近江農業農村
振興事務所

県営尻無北部地区
確定測量事務委託

確定測量事務 令 和 4 年 6 月 24 日 ～ 令 和 5 年 3 月 24 日 尻無北部土地改良区 7,909,000 7,909,000 換地を行うための確定測量事務は、換地の総合
的な調整と地元の実情に精通している機関が実
施することが必要であることから、当該事務を実
施できる機関が尻無北部土地改良区の他にない
ため。

2 3イ

4



根拠
法令
※１

適用
類型
※２

契約担当組織
の名称

事業名 契約内容
契約期間（履行期間）

（物品購入契約は契約締結日）
契約の相手方 契約金額 (円） 随意契約とした具体的理由等

当該年度における
決算額（円）

23

東近江農業農村
振興事務所

東近江地区　農業用
ため池劣化状況評価
業務委託

ため池劣化状況評価
業務

令 和 4 年 7 月 19 日 ～ 令 和 5 年 3 月 20 日 滋賀県土地改良事業
団体連合会

8,549,200 8,549,200 「ため池管理保全法」および「ため池工事特措
法」において、県が行うため池管理者等への技
術的な指導・助言その他の援助に対する協力団
体として規定され、これまでから県が調査してき
た「ため池データベース」を所有するとともに、地
域防災を担う市町との信頼関係を有する唯一の
団体であるため。

2 3イ

24

東近江農業農村
振興事務所

東近江地区　換地計
画素案事務委託

換地計画素案委託事
務

令 和 5 年 1 月 31 日 ～ 令 和 5 年 3 月 20 日 滋賀県土地改良事業
団体連合会

7,920,000 7,920,000 土地改良事業の換地は、それぞれの地域におけ
る各種条件の実態に応じ、かつ地域の耕作者の
意向を十分反映して行われる必要がある。換地
計画素案事務は、土地改良換地士の資格者を
有する機関が実施することが必要であり、滋賀
県土地改良事業団体連合会のみが適正な事務
を実施することができるため。

2 3イ

25

湖北農業農村振
興事務所

井之口地区換地処分
等事務委託

換地処分等事務 令 和 5 年 2 月 22 日 ～ 令 和 6 年 1 月 31 日 米原市 8,687,000 0 換地業務は、換地の総合的な調整と地元の実情
に精通している機関が実施することが必要であ
り、当該事務を実施できる機関が米原市の他に
ないため。
＊令和5年度に繰越し

2 3イ

26

高島農業農村振
興事務所

マキノ地区揚水機場
建屋改修工事

外壁改修・内装改修工
事　１式

令 和 4 年 9 月 29 日 ～ 令 和 5 年 1 月 26 日 西村工務店
西村　晃一

8,305,000 8,305,000 再度の入札に付したが、落札者がいなかったた
め。

8
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